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次期中間処理施設整備に関する「基本構想検討専門部会」の設置について 

１、背 景 

印西地区の一般廃棄物を中間処理する印西クリーンセンターの老朽化（現時点

稼働 27 年が経過）に伴い、現施設の延命化対策と同時に、次期中間処理施設の整

備は重要かつ緊急な課題である。 
次期処理施設を整備する場所（用地）については、平成２３年度に決定した建

設予定地が見直しすることとなり、現在、あらためて建設用地の検討を行う「次

期中間処理施設整備事業用地検討委員会」（以下「用地検討委員会」）を立ち上げ

検討中である。 
用地検討委員会では、場所の検討をするにあたり、施設の大まかな概要を明ら

かにしなければ適した用地を求めることが難しいとの意見があったことから、印

西地区内に整備する次期施設に望まれる内容である「基本構想」を検討すること

とした。 
しかしながら、同時に廃掃法第６条に基づく「ごみ処理基本計画」を検討する

基本計画検討委員会においても「中間処理計画」の中の「ごみ処理施設の整備に

関する事項」に関わる事項であり両委員会の共通した検討課題であることから、

両委員会に専門部会を設けて、両専門部会委員の合同による検討を行いたいとの

意向を、用地検討委員会の委員長より基本計画検討委員会委員長に提案されたも

のである。 
ただし、より具体的な「施設整備のコンセプト」については、建設予定地が決

まった段階で周辺環境や地域特性に適した内容を検討するものとして、現時点で

は建設場所が決まっていない段階における「次期施設に望まれる基本的な内容」

を検討することとしている。 

２、基本計画検討委員会における専門部会の目的（担任する事務の案） 

   （１）次期中間処理施設整備の基本構想を検討すること。 
   （２）まちづくりにおける次期中間処理施設の将来像を検討すること。 
    ※下線部については、用地専門委員会専門部会の担任する事務と異なる標記 

３、専門部会検討結果の取り扱い（案） 

    ごみ処理基本計画中「中間処理計画」の「次期中間処理施設整備事業の推進」

に、施設の整備の基本構想として位置づける。 

４、委員の構成（案） 

   ５名程度（希望者、委員長） 
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次期施設用地検討 

比較対象地の抽出条件 
比較対象地の評価基準 
比較評価毎の配点 

ごみ処理基本計画 

排出抑制・資源化計画 
収集・運搬計画 
中間処理計画 
最終処分計画 

 

 

(3)地域振興事業の基

本的な考え方を検討 

(4)周辺住民との合意

形成方法を検討 

 
 

基本構想検討専門部会 

(1)施設整備の基本構想を検討 

(2)まちづくりにおける将来像を検討 

用地検討委員会

用地検討委員会

用地抽出手法 

専門部会 

(1)用地抽出手法・条件 

(2)比較評価項目・基準 

(3)評価項目毎の配点 

諮問事項 

(1)次期中間処理施設の整備に適した用地の条件に関すること

(2)貴検討委員会が定めた方法により募集する用地（以下「比較対

象地」という）の比較評価項目に関すること 

(3)比較対象地の比較評価基準に関すること 

(4)比較評価項目毎の配点に関すること 

(5)用地の募集方法に関すること 

(6)募集の結果、応募がなかった場合の対応に関すること 

(7)比較対象地の比較評価（候補地の選定）に関すること 

(8)候補地の周辺住民との合意形成に関すること 

(9)その他、用地選定において必要と認められる事項に関するこ 

 と 

基本計画委員会

諮問事項 

(1)ごみの発生量及び処理量の見込み 

(2)ごみの排出の抑制のための方策に関する事項 

(3)分別して収集するものとしたごみの種類及び分別の区

分 

(4)ごみの適正な処理及びこれを実施するものに関する

基本的事項 

(5)ごみの処理施設の整備に関する事項

(6)その他ごみ処理に関し必要な事項 
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